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第２各論的事項 

２地域周産期母子医療センター 

（１）機能 

ア 地域周産期母子医療センターは、産科及び小児科（新生児医療を担当す

るもの）等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができ

る医療施設を都道府県が認定するものである。ただし、ＮＩＣＵを備える

小児専門病院等であって、都道府県が適当と認める医療施設については、

産科を備えていないものであっても、地域周産期母子医療センターとして

認定することができるものとする。 

イ 地域周産期母子医療センターは、地域周産期医療関連施設等からの救急

搬送や総合周産期母子医療センターからの戻り搬送を受け入れるなど、総

合周産期母子医療センターその他の地域周産期医療関連施設等との連携

を図るものとする。 

ウ 都道府県は、各地域周産期母子医療センターにおいて設定された提供可

能な新生児医療の水準について、医療計画及び周産期医療体制整備計画に

明記するなどにより、関係者及び住民に情報提供するものとする。 

（２）整備内容 

ア 施設数 

地域周産期母子医療センターは、総合周産期母子医療センター１か所に

対して数か所の割合で整備するものとし、１つ又は複数の二次医療圏に１

か所又は必要に応じそれ以上整備することが望ましい。 

イ 診療科目 

地域周産期母子医療センターは、産科及び小児科（新生児医療を担当す

るもの）を有するものとし、麻酔科その他関連診療科を有することが望ま

しい。ただし、ＮＩＣＵを備える小児専門病院等であって、都道府県が適

当と認める医療施設については、産科を有していなくても差し支えないも

のとする。 
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ウ 設備 

地域周産期母子医療センターは、次に掲げる設備を備えるものとする。 

（ア）産科を有する場合は、次に掲げる設備を備えることが望ましい。 

①緊急帝王切開術等の実施に必要な医療機器 

②分娩監視装置 

③超音波診断装置（カラードップラー機能を有するものに限る。） 

④微量輸液装置 

⑤その他産科医療に必要な設備 

（イ）小児科等には新生児病室を有し、次に掲げる設備を備えるＮＩＣＵを

設けることが望ましい。 

①新生児用呼吸循環監視装置 

②新生児用人工換気装置 

③保育器 

④その他新生児集中治療に必要な設備 

（３）職員 

地域周産期母子医療センターは、次に掲げる職員を配置することが望ま 

しい。 

ア小児科（新生児医療を担当するもの）については、２４時間体制を確保す

るために必要な職員 

イ産科を有する場合は、帝王切開術が必要な場合に迅速（おおむね３０分以

内）に手術への対応が可能となるような医師（麻酔科医を含む。）及びそ

の他の各種職員 

ウ新生児病室については、次に掲げる職員 

（ア）２４時間体制で病院内に小児科を担当する医師が勤務していること。 

（イ）各地域周産期母子医療センターにおいて設定した水準の新生児医療を

提供するために必要な看護師が適当数勤務していること。 

（ウ）臨床心理士等の臨床心理技術者を配置すること。 

（４）連携機能 

地域周産期母子医療センターは、総合周産期母子医療センターからの戻り

搬送の受入れ、オープンシステム・セミオープンシステム等の活用、合同症

例検討会の開催等により、総合周産期母子医療センターその他の地域周産期

医療関連施設等と連携を図るものとする。 


